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会則の一部改正について 
 

【改正趣旨】 

 

役員の任期が実態に即したものになるように、会則第 9条を次のとおり改正する。 

 

金蘭会会則新旧対照表（案） 

 

旧 会則（抜粋） 新 会則（抜粋） 

第 9条  役員の任期は４月１日から３年とし、再任を妨げない。 

   

第 9条  役員の任期は４月から３年とし、再任を妨げない。 

   

  付  則 

    １．本会則は、平成２７年４月１８日から効力を生ずる。 

     

  付  則 

    １．本会則は、平成２８年４月２３日から効力を生ずる。 

    

 

 


